
 

   

 

 

11月分                             №10 

件 名  県ホームページに公表されない意見について 

受付日 令和３年１１月２９日 

ご意見・ご提案の 

概要 

同じ意見があったというだけで、ホームページに公表さ

れないのはおかしくないか。                              

また、過去に検討中とされた意見について、再度総点検

するべきではないか。 

             

                     同旨 ２件 

 

県の考え方 

 

 過去に回答したご意見について、再度、同じ趣旨のご意

見をいただいた場合は、その都度、県の考え方に変更がな

いか確認し、変更があれば公表しております。 

また、過去に「検討中」と回答したものを含め、いただ

いたご意見については、対応を検討し、実施すべきと判断

したものは、適宜、関係機関（者）へ説明し、報道発表に

よりお知らせする等、適切に対処しております。 

したがいまして、過去に「検討中」と回答したものの総

点検を行うことは考えておりませんので、ご理解をお願い

いたします。 
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